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沖縄県医師会理事　德永義光

１.【金銭交渉について】
　医事紛争発生時に、医師会に相談なく金銭交渉を行うと医師賠償
責任保険の適用外となります。
　医事紛争発生時もしくは医事紛争への発展が危惧される事案発生時に
は、必ず地区医師会もしくは沖縄県医師会までご一報下さい。
　なお、医師会にご報告いただきました個人情報等につきましては、厳
重に管理の上、医事紛争処理以外で第三者に開示することはありません
ことを申し添えます。

２.【日医医賠責保険の免責について】
　日医医賠責保険では 補償されない免責部分があり100万円以下は
自己負担となります。その免責部分を補償する団体医師賠償責任
保険があります。この団体医師賠償責任保険は医師の医療上の過失に
よる事故だけでなく、医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起
因する事故も補償いたします。
　詳細については、沖医メディカルサポートへお問い合わせ下さい。

３.【高額賠償責任保険について】
　最近の医療事故では高額賠償事例が増えていることから、日医医賠責保
険（1億円の限度額）では高額賠償にも対処できる特約保険（2億円の限
度額）があります。特約保険は任意加入の保険となっております。
　詳細については、沖縄県医師会へお問合わせ下さい。

【お問い合わせ先】　 　　　　　　　　　　　　
沖 縄 県 医 師 会：TEL（098）888-0087
沖医メディカルサポート：TEL（098）888-1241
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